
下記のいずれかのサイトから 
事前申込をお願いいたします。 

午前 9時 30 分から 

午前 11 時 30 分 

 

 
 

 

 

申告書作成会場の開設期間以前に、次の⽇程で「税理⼠による無料申告相談」を実施しますのでご利⽤ください。 
期  間 会 場 所 在 地 受 付 時 間 対象者（注１） 

２月２日(金) 市川三郷町役場本庁舎 １階大会議室 西八代郡市川三郷町市川大門1790－３  

 

 

・年金受給者 

・給与所得者 

・小規模納税者 

２月６日(火) 南部町役場南部分庁舎 １階会議室 南巨摩郡南部町内船4473－１ 

２月７日(水) 身延町総合文化会館 １階メディアルーム 南巨摩郡身延町波木井407 

２月８日(木) 富士川地方合同庁舎 ２階会議室 南巨摩郡富士川町鰍沢1760－１ 

 
注１ 土地、建物及び株式などの譲渡所得がある方は対象とはなりません。 
注２ ⼩規模納税者とは、事業所得、不動産所得または雑所得を有する方のうち、令和４年分の所得⾦額（専従者控除前 

または⻘⾊専従者給与及び⻘⾊申告特別控除前）が300万円以下の方を指します。 
〇 申告書等の提出のみの場合は、鰍沢税務署に直接お持ちいただくか、郵送でご提出ください。 

〇 令和５年分の税理⼠による無料申告相談は、混雑回避のため、オンラインによる事前申込を受け付けます。 
〇 オンラインによる事前申込は、令和６年１⽉10⽇（水）から可能となります。 

詳細につきましては、右記事前申込サイトを参照願います。 
   なお、電話での受付は⾏っておりませんので、ご注意ください。 

〇 オンラインによる事前申込サイトの操作方法についてのお問合せは、 
【０５０-１８０８-７２８５】へお願いします。 

(受付時間︓平⽇午前10時〜正午、午後１時〜午後４時） 
〇 ⼀部、当⽇⼊場整理券の配付を⾏いますが、無くなり次第終了とな 

りますので、オンラインによる事前申込をご利⽤ください。 
〇 ご来場の際は、源泉徴収票など申告相談に必要な書類、スマートフォン 

及びマイナンバーカード等をご持参ください。 

 

 

 

 

 

 

  スマートフォンを使って申告書作成したい方に向けた講習会を開催いたします。 
   源泉徴収票など申告相談に必要な書類、スマートフォン及びマイナンバーカードをご持参いただければ、会場で

申告書の作成・提出ができますので、ぜひご利⽤ください。 
 

期  間 会 場 所 在 地 時 間 対象者・定員 

１月24日(水) 市川三郷町役場本庁舎 １階大会議室 西八代郡市川三郷町市川大門1790－３ 午後２時～ 

午後４時 

・年金受給者 

・給与所得者 

・２０名（先着） 
１月25日(木) 身延町総合文化会館 ２階会議室 南巨摩郡身延町波木井407 

 【申込・問合せ先】鰍沢税務署  ℡ 0556（22）3191（代表）、内線３２ 

鰍 沢 税 務 署 か ら の お 知 ら せ 

～ 申 告 書 を 作 成 で き ま す ～

税 理 ⼠ に よ る 無 料 申 告 相 談  

事前申込サイト 

無料申告相談専⽤
LINE 事前申込 
 

 

 

 

 

 

 

Web 事前申込 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://coubic.com/tochi
119/blogs/133098 

【午前の部】 

【午後の部】 

午後 1時から 

(注２) 

午後 3時 30 分 

～ 申 告 書 を 作 成 で き ま す ～

スマホ申告講習会の開催について  


